
○越谷市営住宅設置及び管理条例施行規則 

平成９年１２月２６日 

規則第３９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、越谷市営住宅設置及び管理条例（平成９年条例第１

７号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（市営住宅の名称等） 

第２条 条例第３条第２項の規定により定める市営住宅の名称、位置、戸

数及び規格並びに共同施設の位置、種類及び規模は、別表のとおりとす

る。 

（入居の申し込み及び受付票の交付） 

第３条 条例第８条第１項の規定により入居の申し込みをしようとする者

（条例第５条各号に掲げる理由のいずれかに係る者として公募によらな

い入居の申し込みをしようとする者を除く。）は、市長が別に定める期

間内に、市営住宅入居申込書（第１号様式）に現に住宅に困窮している

事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第５条各号に掲げる理由のいずれかに係る者として公募によらな

い入居の申し込みをしようとする者は、前項の市営住宅入居申込書に現

に住宅に困窮している事実を証する書類及び第４項各号に掲げる書類の

ほか、その理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

３ 市長は、前２項に規定する申し込みがあった場合には、当該申込者に

市営住宅入居申込受付票（第２号様式）を交付するものとする。 

４ 市長は、条例第８条第２項の規定により市営住宅の入居者を決定しよ

うとするときは、入居の申し込みをした者に対して次に掲げる書類の提



出及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下同じ。）の提供を求めるものとする。 

（１） 入居の申し込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居し

ようとする親族（婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。）の住民票の写し 

（２） 所得証明書その他の収入（条例第２条第３号に定める収入をい

う。以下同じ。）の額を証する書類 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（入居決定の通知） 

第４条 条例第８条第２項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書

（第３号様式）により行うものとする。 

（優遇措置の要件） 

第５条 条例第９条第３項の市長が定める要件は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） １８歳未満の子を３人以上扶養している寡婦であること。 

（２） ６５歳以上の老人で、現に１年以上同居している同居者が６５

歳以上又は１８歳未満の者であること。 

（３） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）の規定により

身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者で、障害の程度が１級

のものであること。 

（４） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

精神障害者で、障害の程度が１級のものであること。 

（５） 前号に規定する精神障害の程度と同程度の知的障害者であるこ

と。 

（入居の手続きに係る請書等） 



第６条 条例第１１条第１項（条例第１４条第３項において準用する場合

を含む。以下同じ。）第１号の請書の様式は、第４号様式のとおりとす

る。 

２ 前項の請書には、入居決定者及び条例第１１条第１項第１号の連帯保

証人（以下「連帯保証人」という。）の印鑑登録証明書並びに連帯保証

人の源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しな

ければならない。 

３ 市長は、入居決定者が条例第１１条第１項の規定により第１項の請書

を提出する場合において、当該入居決定者が次の各号のいずれかに該当

するときは、連帯保証人を１人とすることができる。 

（１） 連帯保証人となる３親等以内の親族がいない場合で、連帯保証

人２人を見つけることが困難なとき。 

（２） 前号に準ずる理由があると市長が認めるとき。 

（入居可能日の通知） 

第７条 条例第１１条第５項の規定による通知は、市営住宅入居可能日通

知書（第５号様式）により行うものとする。 

（入居完了の届け出） 

第８条 入居決定者は、市営住宅への入居が完了したときは、市営住宅入

居完了届（第６号様式）に住民票の写しを添付して入居完了の日から７

日以内に市長に届け出なければならない。 

（継続使用の手続き） 

第９条 入居者は、市営住宅に入居した後、５年ごとに、入居者と同等以

上の収入を有する連帯保証人２人が連署した市営住宅継続使用申請書

（第７号様式）に当該連帯保証人の印鑑登録証明書並びに源泉徴収票、

所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付して市長に提出し、継

続使用の承認を得なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者が次の各号のいずれにも該



当する場合においては、当該入居者からの申し出により連帯保証人の連

署を必要としないこととすることができる。 

（１） 家賃又は駐車場使用料の滞納歴がないとき。 

（２） その他条例に基づく市長の指示又は命令に対する違反歴がない

とき。 

（連帯保証人の変更手続き） 

第１０条 入居者は、条例第１２条第１項（同条第２項において準用する

場合を含む。）の規定により連帯保証人の変更について市長の承認を得

ようとするときは、市営住宅連帯保証人変更申請書（第８号様式）に当

該連帯保証人の印鑑登録証明書並びに源泉徴収票、所得証明書その他の

収入の額を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（同居の承認に係る手続き） 

第１１条 入居者は、条例第１３条第１項の規定により同居の承認を得よ

うとするときは、市営住宅同居申請書（第９号様式）に次に掲げる書類

を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１） 入居者と同居しようとする者との関係を証する書類 

（２） 同居しようとする者の所得証明書その他の収入の額を証する書

類 

（３） その他市長が必要と認める書類 

２ 条例第１３条第１項の承認は、公営住宅法施行規則（昭和２６年建設

省令第１９号）第１０条の規定に基づき行うものとする。 

（入居の承継に係る手続き） 

第１２条 条例第１４条第１項に規定する入居者の地位の承継について市

長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継申請書（第１０号様式）

に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１） 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類 

（２） その他市長が必要と認める書類 



２ 条例第１４条第１項の承認は、公営住宅法施行規則第１１条の規定に

基づき行うものとする。 

（収入の申告） 

第１３条 条例第１６条第１項の規定による収入の申告は、毎年９月末日

までに収入報告書（第１１号様式）に次に掲げる書類を添付して市長に

提出し、行わなければならない。 

（１） 入居者及び同居者の住民票の写し 

（２） 入居者及び同居者の所得証明書その他の収入の額を証する書類 

（３） 公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第６条第２項

各号に掲げる場合にあっては、その旨を証する書類 

２ 条例第１６条第３項の規定による通知（条例第２８条第１項又は条例

第３１条の規定により収入超過者又は高額所得者として認定されたもの

に対する条例第１６条第３項の規定による通知を除く。）は、収入額認

定等通知書（第１２号様式）により行うものとする。 

（意見の申し出） 

第１４条 条例第１６条第４項、条例第２８条第２項又は条例第３１条第

２項に基づき意見を述べようとする入居者は、当該認定に係る通知書を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内に書面により市長に申し出

なければならない。 

（家賃等の減免申請） 

第１５条 条例第１７条（条例第３０条第３項又は条例第３３条第３項に

おいて準用する場合を含む。）、条例第１９条第１項（条例第４５条に

おいて準用する場合を含む。次条において同じ。）後段、条例第５４条

第２項又は条例第５５条第２項の規定により市営住宅の家賃、敷金若し

くは条例第３３条第２項の金銭又は駐車場の使用料若しくは保証金につ

いて減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃（駐車場）

家賃等減免（徴収猶予）申請書（第１３号様式）を市長に提出し、その



承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、申請者に市営住宅家賃（駐車場）

家賃等減免（徴収猶予）承認書（第１４号様式）を交付するものとする。 

（家賃等の納付） 

第１６条 条例第１８条第２項（条例第３０条第３項、条例第３３条第３

項、条例第４５条又は条例第５７条において準用する場合を含む。）の

規定による納付又は条例第１９条第１項の敷金若しくは条例第５５条第

１項の保証金の納付は、市長が指定する納付書により行わなければなら

ない。 

（入居者が費用を負担する修繕） 

第１７条 条例第２０条（条例第４５条において準用する場合を含む。次

条において同じ。）第１項の規定に基づき入居者又は社会福祉法人等が

費用を負担することとなる修繕は、畳の表替え、襖の張り替え、破損ガ

ラスの取り替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の

構造上重要でない部分の修繕とする。 

（借り上げ市営住宅の修繕費用） 

第１８条 条例第２０条第３項の規定により定める借り上げ市営住宅の修

繕費用の負担区分は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 市営住宅の所有者 市営住宅及び共同施設のうち建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第２条第５号の主要構造部及び公営住宅法

施行規則第９条の附帯施設の修繕費用 

（２） 入居者又は社会福祉法人等 前条に規定する修繕費用 

（３） 市 前２号に定める修繕費用以外の修繕費用 

（同居者の異動の届け出） 

第１９条 入居者は、同居者の転出、出生、死亡その他の理由により同居

者に異動が生じたときは、市営住宅同居者異動届（第１５号様式）に当

該異動の事実を証する書類を添付して、速やかに市長に届け出なければ



ならない。 

（不使用の届け出） 

第２０条 条例第２４条（条例第４５条又は条例第５７条において準用す

る場合を含む。）の届け出は、市営住宅又は駐車場を使用しない理由及

びその期間を記載した書面を市長に提出し、行わなければならない。 

（模様替え等の申請） 

第２１条 入居者又は社会福祉法人等は、条例第２６条ただし書（条例第

４５条において準用する場合を含む。）又は条例第２７条第１項ただし

書（条例第４５条において準用する場合を含む。）の規定により模様替

え等の承認を得ようとするときは、市営住宅模様替え等申請書（第１６

号様式）を市長に提出しなければならない。 

（収入超過者等の認定通知） 

第２２条 条例第２８条第１項の規定による通知及び同項の規定により認

定をされた者に対する条例第１６条第３項の規定による通知は、収入超

過者認定通知書（第１７号様式）により行うものとする。 

２ 条例第３１条第１項の規定による通知及び同項の規定により認定をさ

れた者に対する条例第１６条第３項の規定による通知は、高額所得者認

定通知書（第１８号様式）により行うものとする。 

（明け渡し請求） 

第２３条 条例第３２条第１項、条例第３７条第１項、条例第４１条第１

項又は条例第５６条第１項の規定による請求は、市営住宅（駐車場）明

け渡し請求書（第１９号様式）により行うものとする。 

（明け渡し期限延長の申し出） 

第２４条 条例第３２条第４項の申し出は、明け渡し期限の延長を求める

理由を記載した書面に、その事実を証する書類を添付して市長に提出し、

行わなければならない。 

（建替事業における再入居の申し出） 



第２５条 条例第３８条の申し出は、条例第３７条第１項の規定による請

求を受けた日の翌日から起算して６０日以内に、書面により市長に提出

し、行わなければならない。 

（明け渡しの届け出） 

第２６条 条例第４０条第１項（条例第４５条又は条例第５７条において

準用する場合を含む。）の規定による届け出は、市営住宅（駐車場）明

け渡し届（第２０号様式）により行わなければならない。 

（駐車できる自動車の範囲等） 

第２７条 駐車場に駐車することができる自動車は、条例第５３条第１項

の手続きを行った者が使用する自家用自動車（道路運送法（昭和２６年

法律第１８３号）第７８条第１項に規定する自家用自動車をいう。）で、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表

第１に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、二輪自動車以

外のもの 

（２） 長さ５メートル、幅２メートル、車両重量２トンをそれぞれ超

えないもの 

２ 駐車場に駐車することができる自動車の台数は、１戸につき１台とす

る。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（駐車場の使用の申し込み及び決定通知） 

第２８条 条例第５１条第１項の申し込みは、市営住宅駐車場使用申請書

（第２１号様式）に当該申し込みに係る自動車の自動車検査証（道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）に規定する自動車検査証をいう。

以下「車検証」という。）の写しを添付して市長に提出し、行わなけれ

ばならない。ただし、車検証の写しが添付できないことにつき正当な理

由があると市長が認めるときは、当該理由が消滅した後にその写しを市

長に提出することができるものとする。 



２ 条例第５１条第２項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用者決定

通知書（第２２号様式）により行うものとする。 

（駐車場使用確約書） 

第２９条 条例第５３条第１項第１号の市長が別に定める所定の書類は、

市営住宅駐車場使用確約書（第２３号様式）とする。 

（駐車場使用開始日の通知） 

第３０条 条例第５３条第４項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用

開始日通知書（第２４号様式）により行うものとする。 

（駐車場の使用期間） 

第３１条 駐車場の使用期間は、４月１日から翌年３月３１日までの１年

間（以下この条において「年度」という。）とする。ただし、年度の中

途において使用を開始した場合の使用期間は、使用開始日から使用開始

日の属する年度の末日までとする。 

（自動車の変更の届け出） 

第３２条 使用者は、買い替え等の理由により駐車場を使用している自動

車を変更したときは、自動車変更届（第２５号様式）に変更後の自動車

の車検証の写しを添付して、市長に届け出なければならない。 

（使用料） 

第３３条 条例第５４条第１項の規定により定める駐車場の使用料の額は、

別表のとおりとする。 

（使用料の変更） 

第３４条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、駐車場の使

用料を変更することができる。 

（１） 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があるとき。 

（２） 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上又は民営駐車場の

使用料金との均衡上、使用料を変更する必要があるとき。 

（３） 駐車場について改良を施したとき。 



（保管場所の証明等） 

第３５条 使用者は、自動車の保管場所として駐車場を使用できる旨の証

明書の交付を受けようとするときは、市営住宅駐車場使用証明書交付申

請書（第２６号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該使用者が条例第５

６条第１項各号の規定に該当していないことを確認のうえ、その者に市

営住宅駐車場使用証明書（第２７号様式）を交付するものとする。 

３ 市長は、前項の証明書を交付するにあたっては、越谷市手数料条例（昭

和５５年条例第９号）の規定に基づき手数料を徴収するものとする。 

（市の損害賠償責任） 

第３６条 駐車場内において、使用者等の責めに帰すべき理由によって事

故等が発生し、使用者等が損害を受けることがあっても、市は、その賠

償の責めを負わない。 

（身分証票） 

第３７条 条例第５９条第３項の身分を示す証票の様式は、第２８号様式

のとおりとする。 

（管理代行者による管理に係る読替え） 

第３８条 条例第６１条第１項の規定により、公営住宅及び共同施設の管

理を管理代行者に行わせる場合における第３条、第６条第３項、第８条

から第１０条まで、第１１条第１項、第１２条第１項、第１９条から第

２１条まで、第２４条、第２７条第２項、第２８条第１項、第３２条及

び第３６条の規定の適用については、第３条第１項から第３項まで、第

６条第３項、第９条第２項、第１０条、第１１条第１項、第１２条第１

項、第１９条から第２１条まで、第２４条、第２７条第２項、第２８条

第１項及び第３２条中「市長」とあるのは「管理代行者」と、第３条第

４項、第８条及び第９条第１項中「市長」とあるのは「管理代行者」と、

「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と、第３６条中「市」とあるのは



「市及び管理代行者」とする。 

（雑則） 

第３９条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（越谷市営住宅駐車場に関する規則の廃止） 

２ 越谷市営住宅駐車場に関する規則（平成６年規則第１５号）は、廃止

する。 

（経過措置） 

３ 公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第５５号）による改

正前の公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）の規定に基づいて供給

された市営住宅又は共同施設及び市が単独で建設した市営住宅又は共同

施設については、平成１０年３月３１日までの間は、改正後の越谷市営

住宅設置及び管理条例施行規則（以下「新規則」という。）第１３条か

ら第１５条まで、第２２条及び第２４条並びに第１１号様式から第１４

号様式までの規定は適用せず、改正前の越谷市営住宅管理条例施行規則

（昭和４０年規則第２号。以下「旧規則」という。）第１１条及び第２

０条並びに様式第１２号、様式第１３号及び様式第２３号の規定は、な

おその効力を有する。 

４ 平成１０年４月１日前に旧規則の規定によってした申請、手続きその

他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。 

別表（第２条、第３３条関係） 

１ 市営住宅の名称等 

名称 位置 戸数 規格 



弥十郎住宅 越谷市大字弥十郎７５３番地１ ４８戸 ２K 

弥十郎中層住宅 越谷市大字弥十郎７４２番地 ３６戸 ２K 

川柳町中層住宅 越谷市川柳町一丁目２８２番地１ ３６戸 ２K 

第２弥十郎中層住宅 越谷市東大沢三丁目２３番地３ ８戸 ２K 

七左町中層住宅 越谷市七左町四丁目３７２番地１ ４４戸 ３DK 

１０戸 ２DK 

南越谷しののめ住宅 越谷市瓦曽根三丁目７番１１号 １２戸 １LDK 

６戸 ２LDK 

西大袋中層住宅 越谷市大字大道３０６番地 ２ ５ 戸

（ う ち

シ ル バ

ー ハ ウ

ジ ン グ

２０戸）

１DK 

１ ３ 戸

（ う ち

シ ル バ

ー ハ ウ

ジ ン グ

６戸）

２DK 

８戸 ３DK 

２戸（車

い す 常

用者用）

１LDK 

２戸（車

い す 常

２LDK 



用者用）

２ 共同施設の位置等 

設置する市営住宅の

名称 

位置 種類 規模 使用料（月額）

七左町中層住宅 越谷市七左町四丁目

３７２番地１ 

駐車場 ２ ７ 区

画 

１区画につき

４，５００円

西大袋中層住宅 越谷市大字大道３０

６番地 

駐車場 ２ ４ 区

画 

１区画につき

６，０００円

様式略




